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訪問看護及び介護予防訪問看護 契約書 

《医療保険／介護保険》 

 

              様（以下「利用者」といいます）と｢あんず苑訪問看護ステーション｣

及び｢あんず苑訪問看護ステーションサテライト小金井｣（以下「事業者」といいます）は、事業者

が利用者に対して行う訪問看護サービス及び介護予防訪問看護サービスについて、次のとおり契約

します。 

 

第１条 （契約の目的） 

    事業者は、利用者に対し医療法及び介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問看

護サービス及び介護予防訪問看護サービスを提供し、利用者および利用者の身元引受人は事

業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。 

 

第２条 （契約期間） 

 １ この契約の契約期間は令和  年  月  日から利用者の要介護認定または要支援認定の

有効期間満了日までとします。 

 ２ 契約満了の２日前までに、利用者および利用者の身元引受人から事業者に対して文書による

契約終了の申し出がない場合、利用者の要介護認定または要支援認定の更新にあわせ、契約

は自動更新されるものとします。 

 

第３条 （身元引受人） 

 １ 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立

てることができない相当の理由がある場合を除きます。 

   なお、契約者代理人は、身元引受人を兼ねることが出来ます。 

①行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。）であること。 

②弁済をする資力を有すること。 

２ 身元引受人は、利用者が本契約上当事業者に対して負担する一切の債務を極度額５万円の範

囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。 

３ 身元引受人が第１項各号の要件を満たさない場合、又は事業者、事業者の職員に対して、窃

盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を行った場合、事業者は、利

用者および身元引受人に対し、相当期間内にその身元引受人に代わる新たな身元引受人を立

てることを求めることができます。但し、第１項但書の場合はこの限りではありません。 

 ４ 身元引受人の請求があったときは、事業者は身元引受人に対し、事業者に対する利用料金の

未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期が到来

しているものの額に関する情報を提供します。 

 

第４条 （訪問看護計画） 

   事業者は、サービスの目的・内容・訪問日程を明確にするため、利用者の主治医からの「指

示書」および「居宅サービス計画」に沿って「訪問看護計画」及び「介護予防訪問看護計画」

を作成します。事業者はこの「訪問看護計画」及び「介護予防訪問看護計画」の内容を利用

者および身元引受人に説明します。 
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第５条 （訪問看護の内容） 

１ 利用者が提供を受ける訪問看護及び介護予防訪問看護の範囲は【重要事項説明書（サービス

の内容）】に定めたとおりです。事業者は定めた内容について、利用者および身元引受人に説

明します。 

２ 事業者は、利用者または身元引受人と相談しながら、利用者の状況に応じた個別の訪問看護

サービス及び介護予防訪問看護サービスを提供します。意見に相違がある場合は、主治医の

指示書、事業者の「運営規定（及び重要事項説明書）」、各種法令の趣旨に反しない限り、基

本的に利用者や身元引受人の意志を優先します。 

３ 事業者は、サービス従業者を利用者の居宅に派遣し、「訪問看護計画」及び「介護予防訪問看

護計画」に沿って訪問看護を提供します。  

４ 事業者の概要は【重要事項説明書（事業者の概要）】に示す通りで、変更があった場合には事

業者は速やかに利用者および身元引引受人に変更内容を通知します。 

５ 事業者が提供するサービスの内容または医療保険および介護保険適用の範囲が変更となる場

合は、利用者の了解を得て事業者が新たな内容を書面で説明し、それをもって訪問看護の内

容とします。 

 

第６条 （サービス提供の記録） 

 １ 事業者は、訪問看護及び介護予防訪問看護の実施ごとに、サービスの内容等を「活動記録票」

に記入し、サービス終了時に利用者または身元引受人の確認を受けることとします。 

確認を受けた後、その控えを利用者または身元引受人に交付します。 

 ２ 事業者は、サービス提供記録をつけることとし、この契約の終了後 2 年間保管します。 

 ３ 事業者は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、原則として、必要な実費を徴 

収のうえ、これに応じます。 

４ 事業者は、身元引受人が第 1 項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写を必要とす 

る事情を確認して事業者が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じ

ます。但し、利用者が身元引受人に対する閲覧、謄写に反対する意思を表示した場合、その

他利用者の利益に反するおそれがあると事業者が認める場合は、閲覧、謄写に応じないこと

ができます。 

５ 前項は、事業者が身元引受人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場合は適用 

されません。 

６ 事業者は、利用者および身元引受人以外の親族が第 1 項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、

利用者の承諾がある場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、利用者

の利益に反するおそれがあると事業者が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができま

す。 

 

第７条 （料金および支払い方法） 

１ 口座振替、現金、銀行振込の３方法があります。契約時にお選びください。 

ご利用いただいたサービスについては、実際に提供した訪問看護・介護予防訪問看護及び付

帯サービスについて【重要事項説明書（利用料金表）】を基に料金を請求、利用者および身元 

   引受人は、連帯して請求月の末日までに支払うものとします（現金、銀行振込の場合） 

２ 事業者は月末締めにてサービス料等を算出し、毎月１０日前後までに前月分の請求書を発行

します。口座振替日は毎月２７日（金融機関休業日の場合は翌営業日）。領収書は次月の請求

書とあわせて利用者または身元引受人に発行します。 

 ３ 利用者または身元引受人は、居宅においてサービス従業者がサービスを実施するために使用

する水道・ガス・電気・電話の費用を負担します。 
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第８条 （サービスの変更・中止） 

サービス内容・時間等の変更および中止が必要なときには、至急事業者に連絡してください。

変更・中止手続きに料金はかかりませんが、当日キャンセルには【重要事項説明書（利用料

金表）】の通りキャンセル料が発生することがあります。 

 

第９条 （料金の変更） 

 １ 医療保険法・介護保険法の改正等により料金が変更となる場合には、事業者は利用者または

身元引受人に対し事前に【重要事項説明書（利用料金表）】を提示して説明をします。また、

保険外サービスについては、事業者は利用者または身元引受人に対して１ヶ月前までに文書

（【重要事項説明書（利用料金表）】）で通知することにより料金の変更（増額または減額）を

申し入れることができます。 

 ２ 利用者または身元引受人は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に文書で通知することに

より、この契約を解約することができます。 

 

第１０条 （契約の開始と終了） 

 １ サービスの開始は主治医から指示書が発行され、本契約書が締結された日より開始します。 

 ２ 第２条２項の利用者または身元引受人から事業者への申し出があった場合に本契約は終了 

します。 

３ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

   イ 利用者が介護保険（福祉）施設に入所した場合。 

なお、利用者がその他の介護保険施設や医療施設等に入所・入院し、今後居宅での生活

を想定しない場合には、利用者または身元引受人からの申し出を受けて契約を終了しま

す。 

   ロ 介護保険でサービスを利用している場合、利用者の要介護認定区分が非該当（自立）と

認定された場合。 

   ハ 利用者が死亡した場合。 

 ４ 利用者または身元引受人は事業者に対して、１週間の予告期間をおいて文書で通知すること

により、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを

得ない事情がある場合は、契約終了希望日から１週間以内の通知でもこの契約を解約するこ

とができます。 

 ５ 次の事由に該当した場合は、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することが

できます。 

   イ 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合。 

   ロ 事業者が守秘義務に反した場合。 

   ハ 事業者が利用者または身元引受人に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合。 

   ニ 事業者が破産した場合。 

 ６ 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約す

ることができます。 

   イ 利用者のサービス利用料金の支払いが２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したに

もかかわらず１ヶ月以内に支払われない場合。 

   ロ 利用者または身元引受人などが、事業者やサービス従業者に対して本契約を継続し難い

ほどの不信行為を行った場合。 
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第１１条 （個人情報保護および秘密保持） 

 １ 事業者および事業者の使用する者は、個人情報保護法を遵守し、サービス提供をする上で知

り得た利用者、身元引受人または利用者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報を正当

な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

 ２ 事業者は、利用者および身元引受人について収集した個人情報について、別途事業者自ら定

める「個人情報保護方針」に沿って適切に保全、更新、本人への開示などの管理を行います。 

３ 事業者は、利用者および身元引受人から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議

等において利用者および身元引受人の個人情報を用いません。 

４ 利用者または身元引受人は、【重要事項説明書（個人情報保護規定）】に示す手続きを行い、

事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第 2 項のサービス実施記録を閲

覧し、記録の複写物の交付を受けることができます。 

 

第１２条（賠償責任） 

   事業者はサービス提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・

財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 

 

第１３条（緊急時の対応） 

   事業者は現に訪問看護及び介護予防訪問看護の提供を行っているときに、利用者の病状に急

変が生じた場合、またその他必要な場合は、速やかに主治医に連絡するとともに、その必要

な措置を講じます。 

 

第１４条（身分証携帯義務） 

   サービス従業者は、常に身分証を携帯し、初回訪問時および利用者や利用者の家族から提示

を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

第１５条（連携） 

１ 事業者は訪問看護及び介護予防訪問看護の提供にあたり、主治医、介護支援専門員、および

保健・福祉・医療サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

２ 事業者は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。（介護保険を利用の場

合） 

３ 事業者は、この契約の内容が変更された場合、または本契約が終了した場合は、その内容を

記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。なお、第１０条４項または６項

にもとづいて解約通知をする際は、事前に介護支援専門員に連絡します。（介護保険を利用の

場合） 

４ 事業者は、主治医および地域医療機関と円滑な連携を取りサービスを行います。実施したサ

ービス内容は月１回書類にて主治医へ報告します。 

 ５ 医療保険法・介護保険法にもとづいて、保険者（健康保険組合・区市町村 等）および保健

所に対して必要な情報を報告する場合があります。 

 

第１６条（虐待の防止） 

１ 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

２ 虐待防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果を従業者に周知します。 

３ 虐待防止の指針を定め、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

４ 利用者が成年後見制度を活用することができるように支援します。 

５ 虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに、市町村へ通報します。 
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第１７条（業務継続計画の策定） 

１ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を 継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務 継続計画）を策定します。 

２ 指針を整備し、従業者に対する業務継続計画の周知、定期的な研修及び訓練を実施します。 

３ 定期的な業務継続計画の見直し及び変更を行います。 

４ 感染症対策を検討する委員会を開催し、その結果を従業者へ周知します。 

 

第１８条（非常災害時や感染拡大時の対応） 

 １ 第１７条 事業者の定める業務継続計画に従い、必要な措置を講じます。 

 ２ 非常災害発生時や感染症拡大時は、その規模や被害、感染状況により通常の業務を行えず、

予定していた訪問を行えない場合があります。 

 

第１９条（ハラスメント対策） 

１ 職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。 

２ 以下の内容は禁止行為とみなし、サービスの提供の継続が困難であると認められた場合、 

サービスを終了する場合があります。 

イ 職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為） 

ロ 職員に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めた 

りする行為） 

ハ 職員に対するセクシャルハラスメント（意に添わない性的誘いかけや好意的態度の 

  要求等、性的な嫌がらせ行為） 

二 上記以外に該当するハラスメント行為 

 

第２０条（相談・苦情対応） 

   事業者は、【重要事項説明書（苦情等申立）】に示す通り、利用者からの相談・苦情等に対応

する窓口を設置し、訪問看護に関する利用者の要望・苦情等に対し、迅速かつ適切に対応し

ます。 

 

第２1条（本契約に定めのない事項） 

 １ 契約の締結に必要な事業者の運営方針の概要は【重要事項説明書】により、事業者から利用

者または身元引受人へ説明します。内容に変更があった場合には遅滞なく事業者から利用者

または身元引受人へ文章で通知します。 

２ 利用者、身元引受人および事業者は、信義誠実をもって本契約を履行するものとします。 

 ３ 本契約に定めのない事項については、医療保険法令、介護保険法令、その他諸法令の定める

ところを尊重し、双方誠意を持って協議の上に定めます。重要な事柄にはその都度、同意書

により協議の結果を文書で確認します。 

   

第２2条（裁判管轄） 

   利用者、身元引受人と事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合には、利用者の

住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。 
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訪問看護及び介護予防訪問看護 重要事項説明書 
（令和 8 年 1 月１日現在） 

 

１．訪問看護事業所の概要 

 （１）訪問看護事業所の指定番号およびサービスの提供地域 

事業所名／所在地 

□ あんず苑訪問看護ステーション 

  東京都武蔵野市境１－１９－２０ 

  ０４２２ー３６ー３６６６ 

□ あんず苑訪問看護ステーションサテライト小金井 

  東京都小金井市前原町 5－３－２４ 

  ０４２ー３８８ー７５２１ 

指 定 番 号 
医療保険：７１９７９７３ 

介護保険：１３６７１９７９７３ 

サ ー ビ ス を 

提供する地域 

武蔵野市：桜堤、境、境南町、関前、西久保 

三鷹市 ：上連雀１～５丁目 

小金井市：前原町、貫井南町、中町、貫井北町、本町、 

     梶野町、東町２～４丁目 

府中市 ：新町、天神町、幸町、浅間町、府中町、緑町、 

     若松町、多磨町、紅葉町 

国分寺市：南町、東元町 

 

（２）同事業所の職員体制 

職      種 主たる事業所 サテライト小金井 

管理者（看護師兼務） １名  

看護師（常勤） 3 名 2 名 

看護師（非常勤） 6 名 5 名 

理学・作業療法士・言語聴覚士（常勤） 3 名 1 名 

理学・作業療法士・言語聴覚士（非常勤） 0 名 0 名 

 

（３）サービス提供の時間帯 

月～金曜日 ９：００～１７：００ 

土・日・祝日 休  み 

 

２．サービスの内容 

① 当ステーションは、主治医の指示書や利用者の状況に応じて、主治医の指示書を基に

利用者またはご家族と相談しながら進めさせて頂きます。基本的に利用者や身元引受

人のご意志を優先します。 

② 当ステーションは主治医・医療機関と円滑な連携を取りサービスを行ないます。実施

したサービス内容は月１回書類にて主治医へ報告します。 

③ 当ステーションが行なうサービスの内容は、主に当ステーションのパンフレットに記

載のものとします。 

④ 訪問制度（医療・介護）に基づいて、区市町村長（もしくは保健所所長）に対して必

要な情報を提供させていただきます。 
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３．利用料金 

口座振替、現金、銀行振込の３方法があります。契約時にお選びください。 

ご利用いただいたサービスについては、別紙「利用料金表」を基に料金を請求、利用者およ

び身元引受人は、連帯して請求月の末日までにお支払いください（現金、銀行振込の場合）。

当ステーションでは月末締めにてサービス料等を算出し、毎月１０日前後までに前月分の請

求書を発行します。口座振替日は毎月２７日（金融機関休業日の場合は翌営業日）。領収書は

次月の請求書とあわせて利用者または身元引受人に発行します。 

 

４．サービスの開始と終了 

① サービスの開始は主治医からの指示書が発行され、本契約書が締結された日より開始しま

す。 

② サービスの終了は主治医からの指示書が停止された場合、本契約書の契約期間が満了し

た場合、利用者または身元引受人が訪問サービスの終了を申し出た場合、終了としま

す。 

③ ケア担当者がサービスの実施に関して、利用者または身元引受人に起因する事象により、

サービス提供が困難と当ステーションが認めた場合、直ちに契約を解除します。 

④ 利用者または身元引受人が次の事項の変更が生じた場合、遅滞無く、ケア担当者または当

ステーションへご連絡ください。 

＊ご連絡いただきたい事項：主治医・住所・連絡先・保険証 

 

５．苦情対応 

利用者またはその身元引受人の相談・苦情等に対応する窓口を設置し、訪問看護に関する利

用者の要望・苦情等に迅速かつ適切に対処いたします。 

 ①各事業所に対する相談・要望・苦情については担当までお申し出下さい。 

□主たる事業所 担 当 者：矢澤 由利子（管理者） 

              藤原 定子（主事業所リーダー） 

        電 話：０４２２－３６－３６６６ 

□サテライト  担 当 者：矢澤 由利子（管理者） 

      南海 宏美 

 小金井    電 話：０４２－３８８－７５２１ 

       （受付時間：毎週 月～金曜日 ９：００～１７：００） 

 

②市区町村の相談・苦情窓口 

武蔵野市  高齢者支援課（電話：０４２２－６０－２５２５） 

三鷹市   高齢者支援室（電話：０４２２－４５－１１５１） 

小金井市  介護福祉課 （電話：０４２－３８７－９８０４） 

府中市   介護保健課 （電話：０４２－３６４－４１１１／代表） 

国分寺市  介護保健課 （電話：０４２－３２５－０１１１／代表） 

 

③介護保険相談窓口 

東京都国民健康保険団体連合会（電話：０３－６２３８－０１７７） 
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６．当法人の概要 

法 人 名  一般財団法人 天誠会 

所 在 地  東京都武蔵野市境１丁目１８番６号  

電話：０４２２（５１）０３０１ 

代 表 者  理事長 天 野 英 介 

 

目的に定めた事業 

１．地域貢献事業              ６．老人訪問看護事業および訪問看護事業 

２．地域包括支援センターの設置運営     ７．グループホームの設置運営 

３．居宅介護支援および要介護認定における  ８．武蔵境病院の設置運営 

調査等に関する事業           ９．診療所の設置運営 

４．ホームヘルプサービス事業       １０．その他、この法人の目的を達成するため 

５．老人保健施設の設置運営           に必要な事業 

 

施 設 等   

〈武蔵境地区〉武蔵境病院（医療療養型医療施設・外来・訪問リハビリテーション） 

       武蔵境病院付属あんずクリニック 

       介護老人保健施設あんず苑 

介護老人保健施設あんず苑アネックス 

あんず苑訪問看護ステーション 

あんずケアプランセンター武蔵野 

病児・病後児保育室プチあんず 

〈小金井地区〉介護老人保健施設小金井あんず苑 

グループホーム杏の家、 

あんず苑訪問看護ステーションサテライト小金井 

あんずホームヘルプサービス小金井 

あんずケアプランセンター小金井 

小金井みなみ地域包括支援センター 
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個 人 情 報 使 用 同 意 書 

 

 

私（利用者）、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族の個人情報については，次に記載

するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。 

 

1 使用する目的 

訪問看護事業所が、介護保険法に関する法令に従い，私の居宅サービス計画に基づき，指定介

護サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議、介護支援専門員や事業所及び関

係機関との連絡調整等において必要である場合。 

 

2 使用に当たっての条件 

① 個人情報の提供は，１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め，情報提供の際には関係

者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

② 緊急を要すると判断した場合は、必要最低限の個人情報を上記以外の者に提供することもあ

る。その場合は、相手方に対して、関係者以外の者に漏れることのないよう厳重に注意を促

すとともに、速やかに利用者に対して報告すること。 

③ 個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと。 

 

3 個人情報の内容 

① 氏名，住所，健康状態，病歴，家庭状況等事業者が介護支援等を行うために最低限必要な利

用者や家族個人に関する情報(利用者基本情報) 

② 要介護認定，主治医意見書，介護認定審査会による判定結果 

③ 基本チェックリスト，介護のための生活機能評価判定報告書 

④ 介護サービス・支援計画表，介護支援経過記録，介護支援・サービス評価表 

⑤ 支援・対応経過シート，アセスメントシート 

⑥ その他の情報 

 ※「個人情報」とは，利用者個人及び家族に関する情報であって，特定の個人が識別され，又は

識別され得るものをいいます。 

 

4 使用する期間. 

  当事業所の利用を必要とする期間及び医療機関及びサービス事業者等の関係者と連携を必要と

する期間まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


